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千葉市では、企業等の担当者を対象とした「ハラスメント対策セミナー」を開催しますの

で、お知らせします。 

 

１ 趣旨・概要 

労働施策総合推進法の改正により、令和８年中に全ての企業等にカスタマーハラスメン

ト防止の措置を講じることが義務付けられることから、法改正の概要や、カスタマーハラ

スメントをはじめとした各種ハラスメントへの対応策について解説するセミナーを開催

します。 

 

２ 日程 

令和８年３月６日（金）１４：００～１６：００ 

 

３ 会場 

千葉市産業振興財団 会議室（中央区中央２－５－１千葉中央ツインビル２号館８階） 

 

４ 内容 

＜テーマ＞ 

令和８年全社へ義務化！職場におけるカスハラ対策等について  

＜講師＞ 

千葉労働局雇用環境・均等室 室長補佐 江畑 泉 氏 

千葉働き方改革推進支援センター 副センター長 福間 康洋 氏 

 

５ 対象・定員 

  企業等の担当者 定員４０人（先着順） 

 

６ 参加費 

  無料 

 

７ 申込方法 

市ホームページ内の「申込フォーム」からお申し込みください。 

申込期間 令和８年２月１２日（木）～３月５日（木）２３：５９ 

〇市ホームページ 

【URL】https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/koyosuishin/

2025harassment-seminar.html 

 
 令和８年２月１２日 

経済農政局経済部  
雇用推進課  
電話 ２４５－５３４１ 

   

 

企業等の担当者を対象とした「ハラスメント対策セミナー」を開催します！ 

～職場におけるカスハラ対策等を解説～ 

 

記者発表資料 

https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/koyosuishin/2025business-school.html
https://www.city.chiba.jp/keizainosei/keizai/koyosuishin/2025business-school.html


 

2 

８ 主催等 

主催 千葉市 

共催 千葉労働局、千葉働き方改革推進支援センター、公益財団法人千葉市産業振興財

団、千葉商工会議所 

 

９ 取材について 

当日の取材を希望される場合は、３月４日（水）正午までに雇用推進課（電話２４５－

５３４１）へご連絡ください。 

 

 

 


